
自転車にも交通反則通告制度が
4月1日から、16歳以上の自転車の運転者が一定の違反をしたとき

「青切符」が交付され、反則金を納めなければなりません。
ルールを守って、楽しく自転車を利用しましょう！

詳しくは「自転車ルールブック」を御覧ください。

＠麻生連合町内会交通安全部・麻生地区交通安全実践会
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自転車反則金早わかりソング　「チャリで消えた夢」
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